
丹波篠山市男女共同参画審議会 委員名簿 

No. 役職 氏名 選出団体・役職 備考 

１ 会 長 髙山 和子 元丹波篠山市社会福祉協議会 理事  

２ 副会長 泉 より子 丹波篠山市民生委員児童委員協議会 会長  

３ 委 員 濱口 清子 学識経験者  

４ 委 員 瀧山 玲子 丹波篠山市人権・同和教育研究協議会 副会長  

５ 委 員 畑中さとる 丹波篠山市社会福祉協議会 理事  

６ 委 員 小南 稔彦 丹波篠山市商工会 副会長  

７ 委 員 宮倉  剛 丹波篠山市 PTA協議会 理事  

８ 委 員 北川 敦雄 一般社団法人 丹波篠山市観光協会 事務局長  

９ 委 員 角谷 慶治 柏原人権擁護委員協議会 常任委員  

１０ 委 員 待場紀代美 丹波篠山市愛育会 副会長  

１１ 委 員 青木 恵由 丹波篠山市自治会長会 理事  

１２ 委 員 岩﨑裕見子 中野母親クラブ 会員  

（敬称略） 
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○丹波篠山市男女共同参画審議会要綱 

平成１９年１２月２７日 

要綱第６３号 

改正 令和４年３月２５日要綱第１２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における男女共同参画に関する政策を総合的、かつ、

効率的に推進するため、丹波篠山市男女共同参画審議会（以下「審議会」と

いう。）の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 丹波篠山市男女共同参画プランの推進について審議し、意見を述べる。 

(2) 市長の諮問に応じ、男女共同参画に関する基本的、かつ、重要な事項を

調査審議する。 

２ 前項に掲げる事項のほか、男女共同参画の推進に関する重要な事項につい

て、市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係団体が推薦する者 

(3) 公募市民 

(4) その他市長が特に必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第５条 審議会に、会長と副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 
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（意見の聴取） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴

くことができる。 

（部会） 

第８条 審議会に、その事務を分掌させるため、部会を置くことができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、市民生活部が行う。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、

審議会が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２５日要綱第１２号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

3 



 

 

 

丹波篠山市における女性の公職参加状況（令和 7年 4月 1日現在） 

 

  令和 7年 4月 1日時点の市の女性の公職参加状況は下記のとおり。 

  なお、審議会における女性委員の登用割合は、兵庫県内で令和 3 年度から 4 年連続で第 1 位

となっている。（令和 7年度は県にて集計中） 

 

審議会登用目標 審議会登用状況 議員 

目標値 目標年度 委員数 
うち女性

委員数 

女性委員

割合 
議員数 

うち女性

議員数 

女性議員

割合 

45％ R8 1,118人 447人 40.0％ 18人 6人 33.3％ 

 

採用職員数 職員数 管理職 

採用職

員数 

うち女性

職員数 

女性職

員割合 
職員数 

うち女性

職員数 

女性職

員割合 

管理職

数 

うち女性

管理職数 

女性管理

職割合 

38人 18人 47.4％ 469人 190人 40.5％  102人  30人 29.4％ 
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丹波篠山市における女性の公職参加状況（令和７年４月１日現在）

➀審議会女性委員 ②女性議員 ③採用女性職員 ④女性職員 ⑤女性管理職
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① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

③47.4% 

⑤29.4% 
②33.3% 

④40.5% 

①40.0% 



委員総数
(人)

うち女性委員
数(人)

女性の割合
（％）

1 社会福祉課
丹波篠山市要保護児童対策地域協議会
（代表者会議）

丹波篠山市要保護児童対策地域協議会設置要
綱

20 6 30.0%

2 社会福祉課
丹波篠山市要保護児童対策地域協議会
（実務者会議）

丹波篠山市要保護児童対策地域協議会設置要
綱

28 14 50.0%

3 社会福祉課 子どものいじめ対策委員会
丹波篠山市子どものいじめ防止等に関する条
例

5 1 20.0%

4 社会福祉課 手話施策推進委員会 丹波篠山市みんなの手話言語条例第７条 11 7 63.6%

5 社会福祉課 障害支援区分認定審査会 障害者総合支援法第十五条 10 4 40.0%

6 長寿福祉課 丹波篠山市ひきこもり支援検討委員会
丹波篠山市ひきこもり支援検討委員会設置要
綱

15 8 53.3%

7 社会福祉課 丹波篠山市地域自立支援協議会 丹波篠山市地域自立支援協議会設置要綱 19 7 36.8%

8 長寿福祉課 丹波篠山市権利擁護委員会 丹波篠山市権利擁護委員会設置要綱 16 10 62.5%

9 長寿福祉課
丹波篠山市在宅医療・介護連携推進協議
会

丹波篠山市在宅医療・介護連携推進協議会設
置要綱

15 6 40.0%

10 長寿福祉課 丹波篠山市認知症対策会議 丹波篠山市認知症対策会議設置要綱 16 5 31.3%

11 長寿福祉課 丹波篠山市社会福祉審議会 社会福祉法第七条 9 3 33.3%

12 長寿福祉課 丹波篠山市民生委員推薦会 民生委員法第五条 13 6 46.2%

13 長寿福祉課 看護師等修学資金貸与審査会 丹波篠山市看護師等修学資金貸与条例 5 3 60.0%

14 長寿福祉課 介護認定審査会 介護保険法第十四条 30 9 30.0%

15 長寿福祉課 介護保険事業運営協議会 丹波篠山市介護保険条例 15 5 33.3%

16 医療保険課 国民健康保険運営協議会 国民健康保険法第十一条 15 7 46.7%

17 健康課 丹波篠山市健康づくり推進協議会 丹波篠山市健康づくり推進協議会規則 11 6 54.5%

18 健康課 休日診療所運営委員会 丹波篠山市休日診療所条例 7 2 28.6%

19 地域振興課 丹波篠山市生活安全推進連絡協議会 丹波篠山市生活安全推進連絡協議会設置要綱 13 5 38.5%

20 市民安全課 丹波篠山市防災会議（会長含む） 災害対策基本法第十六条 27 9 33.3%

21 市民安全課 市町村国民保護協議会
武力攻撃等における国民の保護のための措置
に関する法律第三十九条

27 9 33.3%

22 市民安全課 原子力災害対策検討委員会 丹波篠山市附属機関設置条例 17 7 41.2%

23 市民安全課 丹波篠山市交通安全対策会議 交通安全対策基本法第十八条 13 2 15.4%

24 人権推進課 ふれあい館運営審議会 丹波篠山市立ふれあい館等に関する条例 10 5 50.0%

25 人権推進課 人権尊重のあたたかいまちづくり審議会
丹波篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり
条例第６条

14 6 42.9%

26 人権推進課 児童館運営委員会 丹波篠山市立丹南児童館条例 8 6 75.0%

27 人権推進課 男女共同参画審議会 丹波篠山市附属機関設置条例 12 7 58.3%

28 人権推進課 丹波篠山市ふれあい館運営委員会 丹波篠山市ふれあい館運営委員会設置要綱 57 23 40.4%

29 人権推進課 丹波篠山市あいさつ運動市民委員会 丹波篠山市あいさつ運動市民委員会設置要綱 15 6 40.0%

30
中央公民館、社会教
育・文化財課

公民館運営審議会 社会教育法第二十九条 11 5 45.5%

31 農都政策課 農都創造審議会 丹波篠山市農都創造条例 14 5 35.7%

32 農都政策課
丹波篠山市農業振興地域整備促進等協議
会

丹波篠山市農業振興地域整備促進等協議会設
置要綱

19 6 31.6%

33 市長公室
丹波篠山市日本遺産・創造都市推進委員
会

丹波篠山市日本遺産・創造都市推進委員会設
置要綱

16 6 37.5%

34
社会教育・文化
財課

地方文化財保護審議会 文化財保護法第百九十条 9 2 22.2%

35
社会教育・文化
財課

伝統的建造物群保存地区保存審議会
丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例
第11条

8 2 25.0%

36
社会教育・文化
財課

脊椎動物化石保護・活用委員会 丹波篠山市脊椎動物化石保護条例第17条 9 5 55.6%

37
社会教育・文化
財課

社会教育委員会 社会教育法第十五条、第十七条 11 5 45.5%

38
社会教育・文化
財課

丹波篠山市スポーツ推進委員会 スポーツ基本法第三十一条 15 6 40.0%

39
西部給食セン
ター

給食センター運営委員会 丹波篠山市立学校給食センター設置条例 10 6 60.0%

40 学校教育課 教育支援委員会 丹波篠山市教育支援委員会条例 16 9 56.3%

41 子育て企画課 子ども・子育て会議 丹波篠山市子育ていちばん条例 15 9 60.0%

42 教育研究所
丹波篠山市立学校園における学校運営協
議会

丹波篠山市立学校園における学校運営協議会
の設置に関する規則

286 117 40.9%

令和7年度調査【令和7年4月1日時点】

丹波篠山市審議会等における女性委員の登用率一覧（令和7年4月1日）

　※全体の62審議会

番号 担当課 審議会名 根拠法令、要綱



委員総数
(人)

うち女性委員
数(人)

女性の割合
（％）

令和7年度調査【令和7年4月1日時点】

番号 担当課 審議会名 根拠法令、要綱

43 教育総務課 ふるさと創生奨学金審議会
丹波篠山市ふるさと創生奨学金に関する審議
会条例第３条

6 4 66.7%

44 中央図書館 図書館協議会 図書館法第十四条 7 3 42.9%

45 田園交響ホール 丹波篠山市立田園交響ホール運営委員会
丹波篠山市立田園交響ホールの設置及び管理
に関する条例第５条

10 3 30.0%

46 財政課
丹波篠山市財政持続的発展計画推進委員
会

丹波篠山市附属機関設置条例 8 2 25.0%

47 創造都市課 丹波篠山市地域公共交通会議 丹波篠山市地域公共交通会議設置要綱 22 7 31.8%

48 創造都市課 丹波篠山市地元就職推進委員会 丹波篠山市地元就職推進委員会設置要綱 20 6 30.0%

49 管財契約課 入札監視委員会 丹波篠山市附属機関設置条例 5 2 40.0%

50 管財契約課 公契約審議会 丹波篠山市公契約審議会規則 9 3 33.3%

51 総務課 公務災害補償等認定委員会
丹波篠山市非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例第４条

5 2 40.0%

52 総務課 行政不服審査会 丹波篠山市附属機関設置条例 5 1 20.0%

53 総務課 情報公開・個人情報保護審査会
丹波篠山市情報公開・個人情報保護審査会条
例

5 1 20.0%

54 総務課 公正職務審査会
丹波篠山市公正な職務の執行の確保等に関す
る条例

4 1 25.0%

55 中央図書館 視聴覚ライブラリー運営委員会 丹波篠山市視聴覚ライブラリー条例 10 6 60.0%

56 地域計画課 市町村都市計画審議会 都市計画法第七十七条の二 17 6 35.3%

57 地域計画課 改良住宅運営審査会 丹波篠山市営改良住宅条例 8 2 25.0%

58 地域計画課 丹波篠山市まちづくり審議会 丹波篠山市土地利用基本条例 10 3 30.0%

59 農村環境課 丹波篠山市環境審議会 環境基本法第四十四条 20 7 35.0%

60 清掃センター 清掃センター公害調査委員会 丹波篠山市清掃センター条例 8 1 12.5%

61 あさぎり苑
丹波篠山市あさぎり苑生活環境保全委員
会

丹波篠山市あさぎり苑条例第6条 7 2 28.6%

人権推進課 女性委員会 丹波篠山市附属機関設置条例 ― ― ―

創造都市課 丹波篠山市総合計画審議会 丹波篠山市総合計画審議会条例 20 8 40.0%

合計 1,118 447 40.0%

62

令和7年度 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度

40.0% 40.2% 38.8% 40.1% 40.0%

30.6% 37.1% 38.7% 36.5% 34.4%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%女性委員のいない審議会

女性委員登用率

女性委員登用率45％以上の審議会の割合



 

令和７年度丹波篠山市男女共同参画センター事業実施状況 

 

 

（1）男女共同参画アドバイザーの就任 

令和 5・6年度に引き続き、男女共同参画アドバイザーとして 

中川智子さんに就任いただいている。概ね月 2回程度、男女共同 

参画センターにお越しいただき、事業推進に係るアドバイスや連 

続ミニ講座、ちょこっと相談等を実施している。 

 

（2）セミナー・研修会等の啓発事業 

① 男女共同参画研修会 

市内在住、在勤、在学の方や各自治会の男女共同参画推進員を対象に、市民の男女共同参

画に対する意識の向上を図るため、年 2回、研修会を開催する。 

    

【第 1回】 

    日 時：令和 7年 7月 4日（金） 

        19時 00分～20時 30分 

演 題：「あなたの地域の存続・活性化 

～キーワードは女性、若者～」 

講 師：中村 和子さん 

（オフィス EEE（Equity・Empowerment・Esteem） 

男女共同参画アドバイザー） 

    参加者：103人 

 

   【第 2回】 

    県立男女共同参画センターとの共催事業として、市内事業所向けの研修会を開催予定 

    日 時：令和 8年 2月 5日（木）14時 00分～15時 30分 

    演 題： 「女性活躍と働き方改革の進め方」  

    講 師： 塚田 香織さん（社会保険労務士／キャリアコンサルタント） 

 

 

② 連続ミニ講座（5月・7月・9月・11月・1月・3月） 

定員 30人程度の連続ミニ講座を開催。さまざまなテーマを 

企画し、中川アドバイザーを含め外部からも講師をお招きし、 

年 6回開催する。 

 政治や福祉などさまざまなテーマを企画し、あらゆる場面 

からの男女共同参画について考える機会を提供する。 
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 第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 

日 時 
5 月 28 日（水） 

13:30～15:30 

7 月 25 日（金） 

13:30～15:30 

9 月 25 日（木） 

13:30～15:30 

11 月 14 日（金） 

13:30～15:30 

演 題 
宝塚市長としての 

日々を語る 

上方落語に見る 

女性と男性 

サザエさんをネタに

語り合いましょう 

川柳を詠む  

日々の風景とこころ 

講 師 中川智子さん 林家染左さん 中川智子さん 八上桐子さん 

参加者 26 人 21 人 16 人 ― 

 第５回目 第６回目 

 

日 時 
1 月 30 日（金） 

13:30～15:30 

3 月 5 日（木） 

13:30～15:30 

演 題 
わたしの人生は 

わたしのもの 

故郷（ふるさと）の 

はなしをしよう 

講 師 田上時子さん 中川智子さん 

参加者 ― ― 

 

 

③ 出張！女性のための働き方セミナー 

女性のキャリア形成や自分らしい働き方、女性が直面し 

やすい課題を理解し、その乗り越え方を考えるためのセミ 

ナーを開催した。（県立男女共同参画センター共催事業） 

   日 時：令和 7年 6月 12日（木） 

10時 00分～11時 30分 

   演 題：「話し方のポイントを学ぶ」 

   講 師：荘木 優美さん（C’sパートナーズ代表取締役／ビジネスマナー講師） 

   参加者：13人 

 

 

④ 女性起業カフェ in丹波篠山 

丹波篠山市内で起業された先輩女性経営者から、起業さ 

  れたきっかけや経営のコツなどの身近な話をしていただき、 

起業に必要な情報を収集したり共有し、参加者同士の交流 

を行うセミナーを開催した。 

   日 時：令和 7年 10月 7日（火） 

10時 00分～11時 30分 

   講 師：原田 久美子さん（Café＆Bake Kururiオーナー） 

    参加者：10人 
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⑤ 女性のための出前チャレンジ相談 

出産、育児または介護等のために離職した女性の再就職や起業、新たな地域活動立上げ等

への支援の一環として、「出前チャレンジ相談」を開催する。 

（県立男女共同参画センター共催事業） 

 

  日 時：令和 7年 11月 7日（金）9時 00分～12時 20分 

  1枠 50分で 3枠の実施 

   相談員：飯鉢 仁弥さん 

（キャリアコンサルタント／ライフシフトパートナー） 

 

 

⑥ フィフティワークショップ 

男女共同参画センターを身近に知ってもらい、気軽にお越しいただく場所にするため、 

ワークショップを年 2回開催する。 

【第 1回】 

   日 時：令和 7年 9月 13日（土） 

10時 30分～12時 00分 

   内 容：「多肉植物の寄せ植え」 

講 師：植西 惠子さん（兵庫県認定園芸療法士） 

参加者：16人 

    

【第 2回】 

    日 時：令和 7年 12月 6日（土） 

10時 00分～12時 00分 

内 容：「断捨離 ～捨てたら手に入るモノ～」 

    講 師：松本 京子さん 

        （やましたひでこ公認断捨離Ⓡトレーナー） 

  

 ⑦ 市職員キャリアアップ研修 

女性職員のキャリア支援のため、係長級以上の女性を対象に研修会を開催する。 

（市総務課と共催） 

 

 日 時：令和 8年 2月 13日（金） 13：30～15：00 

  内 容：コミュニケーションスキル（部下への指導、自己開示など） 

 講 師：中川 智子さん（男女共同参画アドバイザー）  

 

 

⑧ 男女共同参画情報紙「フィフティだより」の発行 

男女共同参画情報紙「フィフティだより」を年 3回市広報紙挟み込みにて全戸配布 

（第 1回：6月 20日 , 第 2回：10月 21日 、第 3回：令和 8年 2月 20日） 
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12/ 6(土)  AM 10 時～12 時 

    テレビでもおなじみのやましたひでこ公認の断捨離トレーナーから 

                  断捨離の極意を聴き実践してみませんか？  
 
                                                                                                         

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                         講師 松本  京子 さん 

               （やましたひでこ公認断捨離Ⓡトレーナー）  

  

 場  所    丹波篠山市民センター2階  催事場 1・2（丹波篠山市黒岡191） 

 対 象    市内在住・在勤・在学の方優先 

 定 員    20人 （先着順） 

 参 加 費    無料 

 申 込 み方 法    窓口・電話・FAXでお願いします （裏面 参加申込書をご覧ください） 

 申 込 み締 切    11/29（土） 

    一時保育    要予約・無料（6 ヶ月から就学前まで）11/29（土）までに要予約  

  

  【申込み先】 

丹波篠山市男女共同参画センター「フィフティ」 

TEL  079-552-1511   FAX 079-552-1061 

 

 

丹波篠山市男女共同参画センター     令和７年度  第 2 回 フィフティ

ワークショップ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      断捨離  

～捨てたら手に入るモノ～  

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ～捨てたら手に入るモノ～ 

令和 7年度兵庫県出前チャレンジ相談事業 

                                                     相談無料・個別相談                              

再就職や起業、資格取得など、仕事に関する幅広い相談ができます。 

 

                                                       

                                           

 

 

 

   

 ＜会場＞ 

     丹波篠山市民センター1階     

多目的ルーム 1 

    ＜相談員＞ 

     飯鉢 仁弥さん 

キャリアコンサルタント 

ライフシフトパートナー  

           

 

 

 

 

   

 

女性のキャリアコンサルタントが、話しやすい

雰囲気で、お話をじっくり聴いて、アドバイス 

や情報提供します。 

 

無料の託児を行います。 

お子さまを預けて、しっかり相談ができます。 

 

◆相談時間：お一人 50分（事前予約制） 

◆対象：女性（県内在住・在勤・在学の方） 

◆申込方法：裏面申し込み用紙に必要事項を記

入の上、10 月 31 日（金）までに下記まで電話・

FAXしてください。 

◆一時保育：希望される場合は、事前予約が必要

です。（無料、6ケ月～就学前） 

個別相談で秘密は厳守します。 

安心してご相談ください。 

 

◆申し込みが 1名の場合は、オンライン相談となる可能性があります。 

◆悪天候その他やむを得ない事由により、開催を中止または延期する場合があります。 

 

【お申込み・お問い合わせ】 

丹波篠山市男女共同参画センター「フィフティ」 丹波篠山市黒岡 191 丹波篠山市民センター内 

 電話：079-552-1511  FAX：079-552-1061  E-mail: jinken_div@city.sasayama.hyogo.jp 

 



⑨ 令和 7年度女性に対する暴力をなくす運動の実施 

    実施期間：令和 7年 11月 12日（水）～令和 7年 11月 25日（火） 

    実施内容：①本庁舎及び第 2庁舎のパープルライトアップ 

②男女共同参画センターフリースペースに 

特設コーナーを設置、ポスターや啓発物の掲示・ 

飾りつけの他、無料でお持ち帰りできるパープル 

リボンバッチの配布により、運動を広報啓発する。 

    

 

（3）相談業務 

① 男女共同参画センターでの受付 

常設の女性相談員として会計年度任用職員を 2名配置し、悩み相談等を受け付ける。 

面談による相談は、相談者の安全とプライバシーの保護に配慮し、周囲の視線や音を遮断

した相談室（個室）において対応する。 

   また、計画的に、相談員はフェミニストカウンセラー養成講座や県内の研修等を受講し、

資質向上に取り組んでいる。 

 

  ② フィフティカウンセリングルーム 

   令和 7年度相談日数：24日（毎月第 2水曜日・第 4木曜日） 

    

■相談件数(常設相談) 

区分 人権 DV 家族 生活、健康 性被害 教育、育児 
職場、地域

の人間関係 
その他 総数 

件数 0 3（1） 24（8） 2 0 3（1） 2（2） 5 39（12） 

 

区分 面接相談 電話相談 総数 

件数 27（6） 12（6） 39（12） 

※（ ）内はカウンセリングルームにおける相談件数 

 

③ 中川智子さんによる「ちょこっと相談」 

令和 7年度相談日数：12日（毎月 1回／1回 2枠） 

子育てのこと、家族のことなど、気軽に相談できる予約制の相談会を開催。   

相談だけではなく、世間話や日常的な愚痴でも受け付け、中川アドバイザーと気軽にお話

しができる場とする。 

 

 4/18（金） 5/16 金） 6/20（金） 7/18（金） 8/29（金） 9/19（金） 

相談者数 2 人 0 人 1 人 2 人 1 人 2 人 

  10/17（金） 11/21（金） 12/12（金） 1/16（金） 2/20（金） 3/13（金） 

相談者数 ― ― ― ― ― ― 

 

集計期間：令和 7 年 4 月～令和 7 年 9 月 
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月 事　業 相　談 啓発・その他

4月 ・アドバイザー委嘱状交付式（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（8,23日）
・ちょこっと相談（　日）

5月 ・ミニ講座①（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（13,28日）
・ちょこっと相談（　日）

6月 ・[県共催]働き方セミナー（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（10,25日）
・ちょこっと相談（　日）

・フィフティだより発行①（19日）
・男女共同参画週間（23～29日）展示
・男女共同参画審議会①（　日）

7月
・男女共同参画研修会①（　日）
・ミニ講座②（　日）

・フィフティカウンセリングルーム（8,23日）
・ちょこっと相談（　日）

・女性活躍インタビュー（　日）

8月 ・フィフティワークショップ①（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（12,27日）
・ちょこっと相談（　日）

9月 ・ミニ講座③（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（9,25日）
・ちょこっと相談（　日）

10月 ・起業カフェ（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（14,22日）
・ちょこっと相談（　日）

・フィフティだより発行②（21日）
・男女共同参画審議会②（　日）

11月 ・ミニ講座④（　日）
・[県共催]出前チャレンジ相談①（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（11,26日）
・ちょこっと相談（　日）

・女性に対する暴力をなくす運動
　パープルライトアップ（12～25日）展示

12月 ・フィフティワークショップ②（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（9,24日）
・ちょこっと相談（　日）

1月 ・ミニ講座⑤（　日）
・[県共催]出前チャレンジ相談②（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（13,28日）
・ちょこっと相談（　日）

2月 ・男女共同参画研修会②（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（10,25日）
・ちょこっと相談（　日）

・フィフティだより発行③（19日）

3月 ・ミニ講座⑥（　日）
・フィフティカウンセリングルーム（10,25日）
・ちょこっと相談（　日）

・世界国際女性デー（8日）展示

【講演会／セミナー等】 【相談】 【啓発／その他】

・[県共催]働き方セミナー（1回） ・[県共催]出前チャレンジ相談【3枠】（2回） ・フィフティだより発行（3回:6,10,2月）

・男女共同参画研修会（講演会）（2回） ・フィフティカウンセリングルーム【3枠】（72回） ・各種チラシ・ポスター作成

・ミニ講座（3回:中川アドバイザー） ・ちょこっと相談【2枠】（12回） ・市広報紙・HP・LINE掲載

・ミニ講座（3回:外部講師） ・フリースペース各種展示（定期的）

・起業カフェ（1回） ・女性活躍インタビュー

・フィフティワークショップ（2回） ・男女共同参画審議会（2回）

・パープルライトアップ（11月）

・市民調査票・事業所調査票集計

11 ・第3次男女共同参画プラン中間見直し

令和8年度　男女共同参画センター「フィフティ」事業計画（案）
資料５


